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 【江山かがやき科の学習】 

 ４月より、鳥取市立江山学園が、市内４校目の義務教育学校として開校しました。平成３０年度より、
教職員、保護者、地域住民が協議を重ね、それぞれの思いや期待を込めた、めざす学校像・子ども像、学
校教育目標等を設定し、それを具現化する特別の教科「江山かがやき科」の学習が始まりました。自分の
意見や考えを堂々と伝える「発信力」をつけることを目標に取り組む「江山かがやき科」を紹介します。 

鳥取県教育委員会事務局 

東 部 教 育 局 

〒680-0061鳥取市立川町六丁目176番地 

 東教発 Ｒ２.６.１  №162 

https://www.pref.tottori.lg.jp/t-kyoiku/ 

 

 

 

 
自分自身が主体となり自立した学び 
ができる 
相手を尊重し、協力し合いながら活 
動できる 
地域からの学びを通して自分の生き 
方を考えることができる 

【めざす子ども像】 
 

・自ら学び、豊かに表現する子ども 
・思いやりの心をもち、進んで人と関わる子ども 
・心も体もすこやかに、たくましく生きる子ども 

 

【めざす子ども像に迫る３つのつけたい力】 
 

 
 
 
 
 

自立： 
 

協働： 
 

創造： 

 
 

  学校で学ぶことを通して 

                             局 長 長谷川 隆 
 

本年度より小学校で完全実施となった新学習指導要領ですが、その解説総則編において「児童

一人一人が、社会の変化に受け身で対応するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、自ら

の可能性を発揮し多様な他者と協働しながら、よりよい社会と幸福な人生を切り拓き、未来の創

り手となるために必要な力を育んでいくことを重視している」と述べられています。 

全国的に休校が長く続いた地域もあり、「学習機会の保障」が問題となっています。そういっ

た中、本県では５月７日より学校が再開されました。各学校では新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、これまで通りといかない中でも、分散登校も含めさまざまな工夫をしながら、真摯

に教育活動に取り組まれています。このことは、子どもたちに学習の機会を保障することと併せ

て、学校という場においてこそできる学びを通して、子どもたちに未来の担い手となる力を育む

大きな機会となります。そして学校にとっても、新しい時代の教育活動の場として成長する機会

にもなると思っています。 

思いを伝える発信力を育む「江山かがやき科」 

  

   各学年で身
に付けさせた
いＩＣＴ活用
技能の習得ス
キル一覧表も
作成されてい
ます。 

 梨の小袋 
かけをタブ
レットで撮 
影（３年） 

友達へ 世界へ 県外へ 身近な人へ 地域へ 

人・地域とつながり… 

発信力を育成  自分で題材を選び、自分で資料を作成 
し、効果的な発信先、発信手段を選 
択し、自分の考えを外部に提言す 
る９年生の姿を最終的な理想と 
して学習を進めていきます。 ＩＣＴ等を活用して… 
 この３つの 
力の育成をめ 
ざす中核とし 
て、「江山か 
がやき科」を 
創設 

 「発信力」は、経済産業省が提唱する「人生100年時代の社会人基礎力」の１２の能力要素のひとつ
に位置付けられた、未来を生き抜く大切な力です。「江山かがやき科」を軸とした学園での学びを通し
て、子どもたちは夢を描き、多様な人々とつながり、身に付けたプレゼン能力を最大限に生かしてふる
さとの良さ、素晴らしさ等を発信していきます。この経験を通して自立・協働・創造の力が育まれた江
山学園の子どもたちが、より良い未来を切り拓くリーダーとして成長していくことが期待されます。 

郷土 

夢・将来を描き… 

進路 

体験 

教科 

キャリア 

宿泊 



 

 

 今、家庭学習の充実に向けた取組が、改めて重要視されています。目標をもち、自ら計画しなが

ら、工夫して家庭学習に取り組むことで、主体的に学ぶ力を育むことができます。また、授業改善と家庭

学習を連動させることで、さらなる学力向上が期待できます。「家庭学習の質向上実践事例集」「家庭

学習支援情報」を学校の実践に合わせて、ぜひご活用ください。 

 家庭学習の充実は、主体的に学ぶ力の育成をはじめ、学力向上を支える基盤づくりとしてたいへん

重要です。県教育委員会では、家庭学習に次のような意義があると考えています。東部教育局では、

各学校で家庭学習の充実を図っていただくため、「家庭学習の質向上実践事例集」と「家庭学習支援

情報」を作成しました。 
         「学力向上を支える基盤づくりに向けて」 

          平成30年3月 鳥取県教育委員会発行より

 ○ 学習習慣（自己管理能力）を身に付け、自ら学びに向かう姿を育てる。 

 ○ 基礎的・基本的な知識・技能の定着や、応用力・活用力の育成を図る。 

 ○ 自分で目標や課題を見つけ、解決していく力を身に付けさせる。 

 ○ 家庭生活・地域・社会に興味・関心をもち、学習とつなげる。 

 ○ 読書や図書館に親しむ姿を育てる。

 家庭学習の意義 （例） 

  家庭学習支援情報 

    新型コロナウイルス感染症対策に

よる臨時休業等で、学力保障の観

点からも家庭学習の重要性が高

まっています。授業の遅れを取り戻

すと同時に、今後の新たな臨時休業

等に備え、教科書の活用方法、課題

の取り組ませ方や計画表の記入の

仕方など、児童生徒が主体的に家

庭学習に取り組めるよう指導するこ

とが大切です。 

    東部教育局では、３つの家庭学習

支援情報を作成しました。 

◆東部教育局ホームページ、鳥取 

 県学校教育支援サイトに掲載。 

家庭学習支援情報① 

教科書を使って 

主体的に学ぶために

（小学校用）   

   国語、社会、算数、

理科、外国語活動・外

国語の教科書等の活用

例を紹介。 

家庭学習支援情報② 

eラーニング教材 

「すらら」の活用 
    

 個々の学力に合わせ

授業形式の学習もでき

る「すらら」の特徴、

学習の流れ等を紹介。 

家庭学習支援情報③ 

文部科学省HP「子供

の学び応援サイト」 

の活用   

   家庭学習に活用でき

る様々な学習支援コン

テンツを紹介するサイ

トの使い方等を紹介。 

学力向上を支える「家庭学習の質向上」 

 家庭学習の質向上実践事例集 

  「家庭学習の質向上推進事業」に取り組む東

部地区の５中学校区１５校の実践をまとめたもの

です。実践編と解説編で構成しています。 

  実践編は、５つの中学校区による実践を２０の

項目に分けて紹介しています。解決したい課題

から、それに合った実践を見つけられるように、

課題別一覧も設けています。 

  解説編では、家庭学習の実践をより効果的に

行うためのポイントなどを紹介しています。 

◆東部教育局ホームページ、鳥取県学校教育  

 支援サイトに掲載。 

 実践編に掲載の「課題」と「実践事例」(例)  
■授業での学びに生きる家庭学習をさせたい！ 

 「復習と予習で次時の学習準備」 

■自ら必要な学習を考えて取り組む力を  

 つけたい！ 

 「学年に応じた自習学習の指導」 

■授業と家庭学習でICTを活用したい！ 

 「ICTを活用した授業実践と家庭学習」 

■時間や内容を意識させ、計画的に取り   

 組ませたい！ 

 「家庭学習実地指導」 

■計画的な家庭学習に保護者の支援を得たい！ 

 「手引きの活用で保護者との連携を深める」

◆ QRコードで、それぞれの情報がご覧になれます。 
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学事コーナー  コンプライアンス研修は自分の問題として  
 学校においては、不祥事撲滅のため、組織をあげてコンプライアンスの意識の向上に取り組まれていま
す。教職員は正職員、臨時職員、常勤、非常勤の区別に関わらず、法令等を遵守し、県民の信頼に応えな
ければなりません。しかし、本年度に入り、教職員が酒気帯び運転の疑いで逮捕される事案が発生しまし
た。一部の教職員の不適切な行為によって、教育への信頼が大きく揺らいでいます。 
 なぜ、これだけ研修を行っても不祥事がなくならないのでしょうか。 

  

 

 

 
 

 ぜひ、自分の問題として捉える研修、２４時間服務規律徹底の意識がもてる研修を 
工夫して、実施してください。自分はどうであるか、一人一人が振り返ることが大切 
です。以下の項目について、チェックしてみましょう。 

 各学校に配

布した本資料

を、ご活用く

ださい。 

・不祥事を自分の問題と捉え切れておらず、研修を形式的に受け   
  ている教職員がいるのではないか。 
・勤務時間中は自覚があるが、休日等ではつい気が抜け、無意識 
 のうちにしてしまっているのではないか。 

「自家用車の運転について」 チェック（✓）欄 

・制限速度を常に意識しながら運転している。  

・一時停止は、タイヤが止まるまでしっかりと止まり、左右を確認している。  

・運転中は、たとえ着信があっても携帯やスマートフォンを操作していない。 
（罰則強化により、「ながらスマホ」で事故を起こせば、一発免許停止である。） 

 

・微量であっても、飲酒したら絶対に車を運転しないという強い決意がある。  

「毎日の勤務の中で」 チェック（✓）欄 

・児童生徒の手本となるよう、ＴＰＯにあった服装・言葉遣いに心がけている。  

・体罰や暴言を言わないように心がけ、感情的な指導を行わないようにしている。  

・ツイッターやラインなどＳＮＳで情報のやり取りをする際、学校に関わる個人情報の 

  取扱いや人権侵害がないかなど、細心の注意を払っている。 

 

  

特別支援教育 

コーナー 「特別支援教育の手引」をご活用ください 
 令和２年３月に県教育委員会特別支援教育課から「特別支援教育の手引」が発行されまし
た。障がいのある児童生徒の指導に当たっては、一人一人の障がいの状態等により、学習上
又は生活上の困難が異なることを十分留意し、個々の児童生徒の障がいの状態等に応じた指
導内容や指導方法の工夫を検討し、適切な指導を行うことが大切です。手引は、特別支援教
育の基本的事項を学べるように作成されており、多くの事例も掲載されています。 

 目  次 

 通常の学級にも、障がいの有無に関わらず、教育上特別な配慮を必要
とする児童生徒が在籍している可能性があることを前提に、全ての教
職員が特別支援教育について理解を深めることが大切です。 

 教育課程編成のポイ
ントや留意事項、時間
割編成や教科書選定の
ポイントが確認できま
す。担任の業務内容も
確認できます。 

 個別の指導計
画 や 年 間（題
材）配 当 表 の
様式が解説付
きで掲載され
ています。 

 関係機関との連携や個別の教育支援計画、
個別の指導計画の作成・活用、校内支援体制
充実に向けたポイント等が確認できます。 

 交流及び共同学習の意義や実施形態、留意
点等が確認できます。特別支援学級担任と交
流学級担任とが連携する際のポイントも確認
できます。 

 特別支援教
育 課 HP よ り
ダウンロード
できます！ 

  

 自立活動の意義
や指導の基本、実態
把握から指導内容
の設定までの流れ
が確認できます。 

 障がいのある児童生徒等の指導・支援等にお
けるチェックポイントや、障がい種ごとの支援
のポイント、個別の指導計画の記載例等が掲載
されています。 

 複数学年を対
象 と し た 学 習
指 導 の 工 夫 に
つ い て も 確 認
できます。 
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